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都市計画二子玉川東地区再開発地区計画を次のように決定する。

唾璽の顎 江間ｉｆ２にIＥ

会で Ｉ▽Ｉ認l砧

1F台 mlfろＵｈＯ

名称 二子玉川東地区再開発地区計画

位 通 世田谷区玉川一丁目、玉lⅡ二丁目及び玉川三丁目各地内

面積 ● 約１２．１ｈａ

再開発地区計画の目標

土地利用に関する基本方針

本地区は、世田谷区の広域生活拠点として位置づけられており、都市基盤等の整傭とあわせてHR周辺の商
業及び業務の活性化を図ろとともに、大規模未利用地を活用して土地の合理的な高度利用と都市機能の更新
を行い、水と緑の豊かな自然環境と調和した安全で快適な、居住機能を含む複合市街地のiilI出を図ることを
目標とする。

アメニティ豊かな都市空間の創出に向けて、隣接する都市計画公園（二子玉川公園）と連携した商業・業
務・住宅等、各種機能を備えた広域生活拠点にふさわしい魅力ある複合市街地の創出を図ろため、本地区を
6つの街区に分けて各々の特性に応じた土地利用の方針を以下のように定める。
ｌ地区全体にわたり、土地の高度利用を図ることにより、人工地盤上も含んだ大規模なオープンスペース
を生みだし、歩車分離された安全で快適な歩行者空間を創出する。

２１－ａ街区、Ｉ－ｂ街区及び鉄道街区は、二子玉jⅡ園HRと
ア空間を整備することによって交通結節点の形成を図り、商
能等が複合した街区として整備する。

ともに、交通広場と連続した大規模なガレリ
業・業務機能主体で文化・余暇機能及び駅機

３Ⅱ－ａ街区は、水と緑あふれる人工地盤上のオープンスペースとともに、低層部に商業機能を配置し業
務・宿泊機能及び文化・余暇機能等が集積した複合街区として整備する。
４Ⅱ－ｂ街区
５m街区は、

は、商業機能等をもつ駐車場棟として整備する。
二子玉川公園へ続く人工地盤上の大規模なオープンスペースを緑豊かで快適な空間として整

術することにより、商業機能等を併せ持つ、良好な環境を有する居住街区として整備する。

公共施設等の整伽の方針 安全で快適な市街地形成を図るため、地区内における公共施設等の整備の方針を以下のように定める。
ｌ二子玉川園駅の交通結節機能の強化を図るため、交通広場と連続性を持つ広場及び隣接する二子玉川西
地区への地下連絡通路に対応した広場を整徽する。

２二子玉川公園と交通広場を結ぶ充実した歩行者ネットワーク形成のため、建物周辺の空地と一体となっ
た歩行者通路等を整備する。
３歩行者主動線を補完するものとして歩行者連絡通路を設圃し、歩行者動線の強化を図る。
４交通処理の円滑化を図るため、都市計画道路、交通広場と併せて、区画道路を整備する。
５快適な居住環境を創出するため、街区公園を整備する。

|’ 
建築物等の整備の方針 健全な都市空間の形成に向けて、建築物等の整徽の方針を以下のように定める。

１道路空間と一体となった安全で快適な歩行者空間や緑化スペース等を創出するため、壁面の位置の制限
を定める。

２健全な複合市街地形成を図るため、建築物等の用途の制限を定める。



３地域の防災性を向上するため、建築物等の不燃化を図る゜
４多摩川、国分寺崖線周辺の自然環境と調和のとれた魅力ある都市景観を創造するため、オープンスペー
スを確保し、緑化の推進を図るとともに、建築物等の形態又は意匠の制限を定める。

主要な公共施設
の配置及び規模

考種類 名称 幅員 面積 傭延長

その他の
公共空地

広場１号 約７００㎡ 新設

広場２号 約３，０００㎡ 新設

新設（人工地盤上）広場３号 約７００㎡

歩行者通路１号 新設（人工地盤上）約２２０ｍ１２ｍ 

歩行者通路２号 新股（人工地盤上）約１６０ｍ１２ｍ 

歩行者ブリッジ１号 新設約１６ｍ２０ｍ 

歩行者ブリッジ２号 約１６ｍ 新設１２ｍ 

地区施設の配適
及び規模

種類 名称 幅員 者傭延長 面積再
開
発
地
区
整
備
計
画

道路 拡幅区画道路１号 約５０ｍ６ｍ 

一部新設区画道路２号 約１２０ｍ８～１３ｍ 

既設（再整備）区画道路３号 約３０ｍ8ｍ 

区画道路４号 拡幅約６０ｍ７ｍ 

公園 街区公園 新設約2,000㎡

その他の
公共空地

歩行者連絡通路１号 約９０ｍ 新設４ｍ 

歩行者連絡通路２号 約９０ｍ 新設４ｍ 

地区の区分 １－ａ街区 鉄道街区Ｉ－ｂ街区

約ｑ８ｈａ 約z５ｈａ 約１．Ｏｈａ

建築物等の用途の制限 次に掲げる用途の建築物（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項各号に掲げる



店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。）以外の建築物は建築してはならない。
１店錨、飲食店及び事務所
２アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの
３劇閣、映画館、演芸堀、観覧場及び集会場
４映画スタジオ、テレピスタジオその他これらに類するもの
５学習塾、華道教室その他これらに類するもの（専修学校及び各種学校を含む。）
６診療所及び動物病院
７保育所その他これらに類するもの
８遊戯場その他これらに類するもの

９自動車車庫及び駐輪場
10駅舎、中水道施設、歩行者通路その他の公共公益施投
11巡査派出所、郵便局、公衆電話所その他これらに類するもの
l２建築基準法第48条に基づき特定行政庁が許可した建築物
１３前各号の建築物に附属するもの

再
開
発
地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物の延べ面積の敷地面
積に対する割合の最高限度

１０分の６６
ただし、１０分の６５を超える

部分については、中水道施設、地
域供給変蝿所又は巡査派出所の床
面積に供するものとする。

１０分の３０１０分の６０

建築物の延べ面積の敷地面
積に対する割合の最低限度 １０分の２０

建築物の建築面積の敷地面
積に対する割合の最高限度

10分の７
ただし、建築基準法第５３条第４項第１号に該当する建築物にあっ

ては、１０分の２を加えた数値とする。

建築物の敷地面積の最低限
度 1,000㎡

５００㎡

ただし、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な施設につい
てはこの限りでない。

建築物の建築面積の最低限
度

建築物の壁面又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面の位週の制限を超えて建築してはならない。ただ
し、歩行者ブリッジ及び歩行者連絡通路については、この限りでない。

壁面の位圃の制限

建築物の形態は、良好な都市景観を形成するため、多摩川や国分寺塵線などの自然環境との調和に十分配
慮したものとする。また、その外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、周辺環境と調和したものと
する。

建築物等の形態又は意匠の
制限



再
開
発
地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の区分 名称

面積

Ⅱ－ａ街区

約３．４ｈａ

Ⅱ－ｂ街区

約０．７ｈａ

Ⅲ街区

約３．７ｈａ

建築物等の用途の制限

● 

巴

次に掲げる用途の建築物以外の
建築物は建築してはならない。

１店舗、飲食店及び事務所
２ホテル又は旅館
３アスレチッククラブ、フィッ

トネスクラプその他これらに類
するもの
４映画スタジオ、テレピスタジ

オその他これらに類するもの
５学習塾、華道教室その他これ
らに類するもの（専修学校及び
各種学校を含む。）
６診療所及び動物病院
７寺社、教会その他これらに類
するもの
８遊戯場その他これらに類する
もの
９自動車車庫及び駐轤場
１０中水道施設、歩行者通路その
他の公共公益施設
１１郵便局、公衆電話所その他こ
れらに類するもの

l２建築基鵡法第48条に基づき特
定行政庁が許可した建築物
１３前各号の建築物に附属するも
の

次に掲げる用途の建築物以外の
建築物は建築してはならない。

１２３４ 
店舗、飲食店及び事務所
集会所
自動車車庫及び駐輪塙
歩行者通路その他の公共公益

施謹
５公衆電話所その他これらに類
するもの
６建築基準法第48条に基づき特
定行政庁が許可した建築物
７前各号の建築物に附属するも
の

次に掲げる用途の建築物以外の建
築物は建築してはならない。ただ
し、建築物の４階以上の階において
は、第１号に掲げる用途以外の用途
としてはならない。
１住宅、寄宿舎、共同住宅その他

２３４５ 
これらに類するもの。

の

店舗、飲食店及び事務所
集会所
診療所及び動物病院
保育所その他これらに類するも

６自動車車庫及び駐輪場
７歩行者通路その他の公共公益施
設
８郵便局、公衆電話所その他これ
らに類するもの
９建築基準法第48条に基づき特定
行政庁が許可した建築物
１０前各号の建築物に附属するもの

建築物の延べ面積の敷地面
積に対する割合の最高限度

１０分の５２
ただし、１０分の５１を超える

部分については、中水道施設の床
面穣に供するものとする。

１０分の３０ １０分の３７

建築物の延べ面積の敷地面
積に対する割合の最低限度 10分の1５（公園部分を除く）

ＩＨＩ 

0１ 



建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に係る部分については、次の部分は床面積に算入しない。
ｌ当該敷地内の建築物の各階の床面髄の合計（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合ifの和）
の５分の１を限度として、自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の
用途に供する部分の床面積。
２共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積。
３建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1ｍ以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積（当該床面翻が当該建築物の住宅の用途
に供する部分の床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１）。

「区域、主要な公共施設の配置、地区施設の配置、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり。」

理由：都市計画道路等の都市基盤の整備を行うとともに、世田谷区の広域生活拠点にふさわしい土地の合理的な高度利用と都市機能の更新を図
るため、再開発地区計画を決定する。‘

建築物の建築面積の敷地面
積に対する割合の最高限度

10分の６
ただし、建築基単法第５３条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当する建築物にあっては１０分の
１，同項第１号及び第２号に該当する建築物にあっては１０分の２を加えた数値とする。

建築
度

物の敷地面積の最低限
１ ■ ０００㎡

Ｃ 

建築物の建築面繭の賦低限
度

５００㎡

ただし、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な施設についてはこの限りでない。

壁面の位置の制限 建築物の壁面又はこれに代わる柱は;ﾅ画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただ
し、歩行者ブリッジ及び歩行者連絡通路については、この限りでない。

建築
制限
物等の形態又は意匠の 建築物の形態は、良好な都市景観を形成するため、多摩川や国分寺崖線などの自然環境との調和に十分配

庫したものとする。また、その外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け、周辺環境と調和したものと
する◎ 

」■1


